
◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第６９号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀県

有明海区（農林水産大臣管轄漁場を含む。）におけるビゼンクラゲの採捕につい

て、次のとおり指示する。  

 ただし、試験研究機関が試験研究のために採捕する場合はこの限りでない。 

 

  令和７年３月１０日 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  西 久 保  敏   

 

１ 傘幅 40 センチメートル未満のビゼンクラゲは、採捕してはならない。 
 

２ 6 月 1 日から 6 月 30 日まで及び 11 月 1 日から翌年 5 月 31 日までの間、ビ

ゼンクラゲを採捕してはならない。 
 

３ 次の区域内においては、ビゼンクラゲを採捕してはならない。 

（１）塩田川川筋のうち、ア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次結んだ直線によ

り囲まれた区域 

（世界測地系） 

ア 北緯 33 度 06 分 30 秒、 東経 130 度 09 分 00 秒 

イ 北緯 33 度 05 分 10 秒、 東経 130 度 11 分 25 秒 

ウ 北緯 33 度 05 分 18 秒、 東経 130 度 11 分 30 秒 

エ 北緯 33 度 06 分 32 秒、 東経 130 度 09 分 03 秒 

 

（２）六角川川筋のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアの各点を 

順次結んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 

ア 北緯 33 度 10 分 58 秒、 東経 130 度 14 分 04 秒 

イ 北緯 33 度 09 分 49 秒、 東経 130 度 13 分 29 秒 

ウ 北緯 33 度 08 分 29 秒、 東経 130 度 13 分 46 秒 

エ 北緯 33 度 08 分 12 秒、 東経 130 度 13 分 56 秒 

オ 北緯 33 度 08 分 13 秒、 東経 130 度 14 分 09 秒 

カ 北緯 33 度 08 分 37 秒、 東経 130 度 13 分 54 秒 

キ 北緯 33 度 09 分 36 秒、 東経 130 度 13 分 44 秒 

ク 北緯 33 度 10 分 57 秒、 東経 130 度 14 分 14 秒 



 

（３）嘉瀬川川筋のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアの各点を 

順次結んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 

ア 北緯 33 度 10 分 55 秒、 東経 130 度 14 分 49 秒 

イ 北緯 33 度 10 分 36 秒、 東経 130 度 14 分 34 秒 

ウ 北緯 33 度 09 分 32 秒、 東経 130 度 14 分 21 秒 

エ 北緯 33 度 08 分 20 秒、 東経 130 度 14 分 30 秒 

オ 北緯 33 度 08 分 21 秒、 東経 130 度 14 分 37 秒 

カ 北緯 33 度 09 分 31 秒、 東経 130 度 14 分 26 秒 

キ 北緯 33 度 10 分 36 秒、 東経 130 度 14 分 40 秒 

ク 北緯 33 度 10 分 52 秒、 東経 130 度 14 分 53 秒 

 

（４）広江漁港の区域付近のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及 

びアの各点を順次結んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 

ア 北緯 33 度 10 分 10 秒、 東経 130 度 16 分 39 秒 

イ 北緯 33 度 09 分 49 秒、 東経 130 度 16 分 25 秒 

ウ 北緯 33 度 09 分 38 秒、 東経 130 度 16 分 44 秒 

エ 北緯 33 度 06 分 37 秒、 東経 130 度 15 分 31 秒 

オ 北緯 33 度 06 分 36 秒、 東経 130 度 15 分 34 秒 

カ 北緯 33 度 09 分 48 秒、 東経 130 度 16 分 52 秒 

キ 北緯 33 度 09 分 52 秒、 東経 130 度 16 分 40 秒 

ク 北緯 33 度 10 分 04 秒、 東経 130 度 16 分 40 秒 

ケ 北緯 33 度 10 分 07 秒、 東経 130 度 16 分 44 秒 

 

（５）早津江川川筋のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアの各点を順次結 

んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 

ア 北緯 33 度 08 分 42 秒、 東経 130 度 20 分 05 秒 

イ 北緯 33 度 08 分 00 秒、 東経 130 度 17 分 26 秒 

ウ 北緯 33 度 07 分 05 秒、 東経 130 度 16 分 52 秒 

エ 北緯 33 度 07 分 00 秒、 東経 130 度 17 分 00 秒 

オ 北緯 33 度 07 分 48 秒、 東経 130 度 17 分 30 秒 

カ 北緯 33 度 08 分 34 秒、 東経 130 度 20 分 08 秒 

 



（６）農林水産大臣管轄漁場のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及び 

アの各点を順次結んだ直線により囲まれた区域 

（世界測地系） 

ア 北緯 33度 05分 39秒、 東経 130度 21分 46秒 

イ 北緯 33度 05分 08秒、 東経 130度 21分 41秒 

ウ 北緯 33度 04分 48秒、 東経 130度 21分 40秒 

エ 北緯 33度 03分 51秒、 東経 130度 21分 25秒 

オ 北緯 33度 03分 51秒、 東経 130度 21分 33秒 

カ 北緯 33度 04分 48秒、 東経 130度 21分 47秒 

キ 北緯 33度 05分 08秒、 東経 130度 21分 49秒 

ク 北緯 33度 05分 39秒、 東経 130度 21分 54秒 

 

（７）只江川川筋のうち、ア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次結んだ直線によ

り囲まれた区域 

（世界測地系） 

ア 北緯 33 度 07 分 35 秒、 東経 130 度 10 分 25 秒 

イ 北緯 33 度 07 分 04 秒、 東経 130 度 10 分 49 秒 

ウ 北緯 33 度 07 分 02 秒、 東経 130 度 10 分 45 秒 

エ 北緯 33 度 07 分 32 秒、 東経 130 度 10 分 19 秒 

 

４ ビゼンクラゲを目的とした固定式刺網漁業において使用する漁具の規模等 

は、次のとおりとする。 

（１）１隻が使用する網漁具の総延長  250 メートル以下  

（２）網丈              ９メートル以下 

（３）網の目合            20 センチメートル以上 

（４）使用する漁具          １統 

 

５ 指示期間 

令和７年６月１日から令和１０年５月３１日まで 

 


